
重 要 事 項 説 明 書

（訪問看護及び介護予防訪問看護事業）

当事業所は、利用者に対して指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供いたします。事業者及び

事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意頂きたいことを、次の通り説明いたします。

１．事業者について

2．事業所について

（１）事業所の所在地など

（２）事業の目的と運営方針

（３）職員の配置状況

事 業 者 名 称 滝川市

主たる事業所の所在地 滝川市大町2丁目2番34号

代 表 者 名 滝川市長 前田 康吉

電 話 番 号 0125-22-4311

事 業 所 の 名 称 滝川市立病院 訪問看護ステーション そらのわ

事 業 所 の 所 在 地 滝川市大町２丁目２番３４号 滝川市立病院

開 設 年 月 日 令和8年4月1日

電 話 番 号 ０１２５-２２-４３１１ （内線４５１０）

F A X 番 号 ０１２５-２２-３２７３

介護保険事業所番号 ０１６７５９０１０８

事業目的 利用者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活

を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持、回復及び生活機

能の維持又は向上を図る事を目的としています。

運営方針 ・健康保険法及び介護保険法、その他関係法令を遵守します。

・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場になって訪問看護を提供します。

・利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、

計画的に訪問看護を提供します。

・訪問看護を提供するに当たっては、主治医、居宅介護事業所、関係市町村、地域の保

健・医療及び福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとしま

す。

職 種 業 務 内 容
人員

常勤 非常勤 計

管 理 者 職員管理業務等 1名 1名

看護師

サービス利用受付

訪問看護計画作成

訪問看護サービスの提供

２名 2名 ４名



（４）事業実施地域及び営業時間

３．当事業所が提供するサービス内容

① 症状、障がい等の観察

② 清拭、洗髪等による清潔の援助

③ 食事、排せつ等日常生活の介助

④ 褥瘡の予防及び処置

⑤ リハビリテーション

⑥ ターミナルケア

⑦ 認知症患者の看護

⑧ 療養生活及び介護方法の指導

⑨ カテーテル等の管理

⑩ その他主治医の指示による医療処置

４．利用料金

（１）介護保険法に基づく訪問看護を受ける場合

介護保険適応の対象者は、要介護認定または要支援認定を受けた方です。利用料として介護保険法

第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額をお支払い下さい。介護保

険給付範囲を超えたサービス利用は、全額負担となります。

（２）健康保険法に基づく訪問看護を受ける場合

医師の指示で訪問看護サービスが必要とされ、要介護認定で「自立」と判定された方や、厚生労働大

臣が定める疾病の方、介護保険の第2号被保険者（40歳以上65歳未満）で要介護認定対象とならな

い方及び40歳未満で訪問看護を利用される方は、健康保険等により訪問看護サービスが利用できま

す。利用料として健康保険法第88条に規定する訪問看護療養費の支給対象となる費用にかかる額を

お支払い下さい。

（３）その他

①滝川市立病院訪問看護ステーション料金表（別紙）に定められた訪問看護サービスに対する所定の

利用料及びサービス提供するうえで別途必要となった費用をお支払い下さい。

②介護保険法及び健康保険法の改正並びに経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある

場合、相当額に変更することがあります。その場合、事前に変更内容及び事由について説明いたし

ます。

５，利用料金のお支払い方法

サービス利用料金は、1か月ごとに計算し翌日10日頃に請求書を郵送します。

翌月末日までに滝川市立病院会計窓口にてお支払いください。

なお、お支払いについてご不明な点があれば、担当看護師までお聞きください。

サ ー ビ ス 提 供 地 域 滝川市及び近隣

営 業 日 月～金曜日

（休日・祝日及び12月29日～1月3日までは休業）

営 業 時 間 8時30分～17時00分



６．担当する訪問看護師について

（１）サービス提供は複数の訪問看護師が交代して行います。

（２）事業者は、訪問看護師の交替により、利用者及びその家族等に対してサービス利用者上の不利益が

生じないよう十分に配慮するものとします。

（３）利用者は、訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事

情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることがで

きます。ただし、利用者からの特定の訪問看護師の指定はできません。

７．個人情報保護の取り扱いと使用

（１）当事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等に基づき、サービスの

提供に必要最小限の範囲内で使用します。

（２）当事業所の従業者は、正当な理由なくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を洩らしませ

ん。また従業者が退職後も在職中に知り得た秘密を洩らしません。この守秘義務はご利用者が訪問

看護を終了した後も継続します。

（３）ご利用者の受診・入院などで必要な場合は、医療機関にご利用者に関する心身等の情報を提供しま

す。

（４）ご利用者に関わるサービス事業所との連携を行うなどの正当な理由がある場合には、事前の同意を

文書で得た上で、必要な範囲でご利用者又はご家族の個人情報を用います。

８．サービス内容等の記録の作成及び保存

（１）訪問看護サービス提供内容は訪問看護記録に記載し、５年間保管します。

（２）開示を希望される場合は、利用者又は代理人の請求に応じて、滝川市立病院の「個人情報保護規則」

より閲覧、開示することができます。

９．緊急事態及び事故発生時の対応

（１）サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主

治医、救急機関、居宅介護支援事業所に連絡します。

利用者の主治医への連絡を行い医師の指示に従います。主治医への連絡が困難な場合は、救急

搬送等の必要な処置を行います。また緊急連絡先にご連絡いたします。

（２）悪天候や災害等により訪問が困難な場合には、事前に利用者またはご家族へ連絡し、主治医等と

連携のうえ代替え対応を検討します。

（３）当事業所の介護サービスにおいて、当事業所の責めに帰すべき理由により利用者に対して賠償す

べき事故が発生した場合は速やかに損害賠償いたします。

10．虐待防止に関する対応

当事業所は、利用者の人権擁護や虐待防止のために、次に掲げる必要な措置を講じます。

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職員に周知徹底を図ります。

（２）虐待防止のため指針を整備します。

（３）職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。

（４）（１）～（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

（５）サービス提供中に、当該事業所職員や養護者（利用者の家族等障がい者を現に養護する者）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。



１１．身体的拘束等の適正化のための措置

当事業所は、利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならないこととし対策を講じます。

１２．ハラスメント対策

サービス利用契約中に、利用者及びその家族等が職員に対して、暴力行為や怒鳴る、性的な嫌がら

せをする、不当な要求を行う等のハラスメントを行った場合は、直ちにサービスの提供を中止し、状況

の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。

また、万が一職員が利用者及びその家族等が職員に対してハラスメントを行った場合、または疑わしい

言動があった場合は、速やかに管理者にご報告願います。

１３．その他

その他、サービス提供の際の事故やトラブルを防止するため、次の事項にご留意願います。

(1)職員は金銭の管理や貸借等の取り扱いはいたしません。

(2)職員に対する飲食や金品等のお心付けはご遠慮させていただきます。

１４．苦情相談窓口

（１）相談、苦情受付

当事業所が提供した訪問看護サービスに関する相談や苦情は、下記窓口にてお伺いします。

（２）行政機関、その他苦情受付機関

お住まいの市や国民健康保険団体連合会等にも相談窓口があります。

令和 年 月 日

訪問看護の提供にあたり、利用者に対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明しました。

説明者：滝川市立病院 訪問看護ステーション そらのわ

○印

滝川市立病院

訪問看護ステーション

そらのわ

管理者 長尾 みどり

受付日時 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時

（休日・祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

電 話 ０１２５ｰ２２ｰ４３１１（内線４５００、４５０１）

FAX 0125ｰ 22-3273

滝川市役所介護福祉課

滝川市以外の方はお住いの市町村役場の担当課

電話 ０１２５ｰ２３ｰ１２３４

（平日 ８時３０分～１７時）

北海道国民健康保険団体連合会

（介護保険課企画・苦情処理担当）

電話 ０１１ｰ２３１ｰ５１７５

（平日 ９時～１７時）


